
道路占用許可申請(協議)書 

新 

規 

更 

新 

変 

更 

（番号        ） 

平成  年  月  日 

                                                 番     号 

                           平成  年  月  日 

（道路管理者） 

 北杜市長      殿 

                          

                      住 所 北杜市明野町○番地 

                      氏 名 山田 太郎    

                      担当者 ㈱北杜建設 

                          北杜市須玉町○番地 

現場責任者 北杜太郎 

Tel 0551-42-×××× 

 

 道路法第３２条(第３５条)及び第２４条の規定により、許可を申請(協議)します。 

占用の目的  給水管布設のため  

占用の場所 
路線名 市道○線 歩道・車道・その他 

場 所 北杜市須玉町大豆生田○先 

占 用 物 件 

名 称 規 模 数 量 

 硬質塩化ビニル管 

（耐衝撃性） 
 φ20mm（HIVP）  L=10.00m 

占用の期間 
 許可の日から 

 
占用物件

の 構 造 
 別紙の通り 

 存置期間 

工事の期間 

許可の日    から 

平成 年 月 日まで 

     （仮復旧まで） 
 
工事実施

の 方 法 

片側交互通行 or 

全面通行止め（迂回路有り）  

            （仮復旧） 

片側交互通行 or 

全面通行止め（迂回路有り）  

            （本復旧） 

平成 年 月 日から 

平成 年 月 日まで 

      （本復旧） 

道 路 の 

復 旧 方 法 
占用者復旧  舗装本復旧 L=     ｍ  A=     ㎡ 

添 付 書 類 位置図、計画図、構造図、誓約書、現況写真、その他（          ） 

 備    考 

 注）占用物件は、上下水道課の竣工検査終了後に上下水道課へ移管します。 

 

 

見本 

施主名・住所を記入 

施工業者名・住所・責任者・Tel を記入 

株式会

社北杜

建設 



道路占用許可申請(協議)書 

新 

規 

更 

新 

変 

更 

（番号        ） 

平成  年  月  日 

                                                 番     号 

                           平成  年  月  日 

（道路管理者） 

 北杜市長      殿 

                          

                      住 所  

                      氏 名             ○印  

                      担当者  

                                                  ○印  

 

 

 道路法第３２条(第３５条)及び第２４条の規定により、許可を申請(協議)します。 

占用の目的    

占用の場所 
路線名  歩道・車道・その他 

場 所  

占 用 物 件 

名 称 規 模 数 量 

     

占用の期間 
 許可の日から 

 
占用物件

の 構 造 
  

 存置期間 

工事の期間 

許可の日    から 

平成 年 月 日まで 

     （仮復旧まで） 
 
工事実施

の 方 法 

片側交互通行 or 

全面通行止め（迂回路有り）  

            （仮復旧） 

片側交互通行 or 

全面通行止め（迂回路有り）  

            （本復旧） 

平成 年 月 日から 

平成 年 月 日まで 

      （本復旧） 

道 路 の 

復 旧 方 法 
占用者復旧  舗装本復旧 L=     ｍ  A=     ㎡ 

添 付 書 類 位置図、計画図、構造図、誓約書、現況写真、その他（         ） 

 備    考 

注）占用物件は、上下水道課の竣工検査終了後に上下水道課へ移管します。 

 

 



 
平成  年  月  日 

 

 

北杜市長      様 

 

     住所 

     氏名          印 

 

 

 

誓約書 
 

 

 

１．仮復旧後の転圧期間は 6か月とし、期間終了後、申請者において速やかに舗装本復

旧工事を行う。 

 

２．仮復旧後、本復旧までの間に陥没及び沈下等が生じた場合は、申請者において速や

かに補修を行う。また、道路管理者の検査終了後においても補修が必要な場合は対

応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


